
平成 28 年５月９日 
建築行政共用データベースシステム未利用の 
特定行政庁 様 

 
建築行政共用データベースシステム（建築士・事務所登録閲覧システム）の 

ご利用について（ご案内） 

一般財団法人建築行政情報センター 
 

平素より、当財団の事業にご理解を賜り、厚くお礼申し上げます。 
さて、確認審査等に関する指針においては、確認申請等の受付時に建築士資格

の確認が必要とされており、その方法の１つとして、建築士・事務所登録閲覧シ

ステムの利用が認められているところです。 
貴庁におかれましては、建築士・事務所登録閲覧システムのご利用により、正

確かつ迅速に建築士資格の確認が可能となります。 
つきましては、建築士・事務所登録閲覧システムのご利用を下記によりご検討

いただきたく、ご案内かたがたお願いいたします。 

記 

１．建築士・事務所登録閲覧システムの利用効果、利用方法及び費用 
別 紙「建築士・事務所登録閲覧システムの概要」をご覧ください。 

２．お申込み方法 
お電話又は電子メールにて、建築士・事務所登録閲覧システムのご利用をご

希望の旨、下記宛てご連絡ください。 

３．備考 
建築士・事務所登録閲覧システムの有償オプションとして、「法令・大臣認

定データベース」もご利用可能です（年間税抜８万円）。合わせてご検討く

ださい。 

別添資料 
別 紙 建築士・事務所登録閲覧システムの概要 
 
参考１ 確認審査等に関する指針（H19 国交告 835 号）（抄） 
参考２ 技術的助言（H25 国住指 526 号）（抄） 
参考３ 建築士・事務所登録閲覧システム利用状況 
建築行政共用データベースシステム（パンフレット） 
 

 
  お申込み・お問合せ 

一般財団法人建築行政情報センター 企画課

TEL03-5225-7706 mail dbinfo@icba.or.jp
（担当 目黒、栗原）

kubo
線



別 紙 

建築行政共用データベースシステム 

建築士・事務所登録閲覧システムの概要 

（特定行政庁向け） 

利用効果  

申請書に記載された設計者及び工事監理者の建築士名簿への登録有無を、特定

行政庁のＰＣから迅速に確かめることができます。 

利用方法 

建築士・事務所登録閲覧システムは、利用契約及び利用ＩＤ発行により、既存

のＰＣでご利用可能です。 

費用 

月額利用料： 

利用開始の２年度前（平成 26 年度）における年間建築確認件数（計画通

知、計画変更を除く）に 150 円を乗じた金額を年間利用料（税抜）とし、

80 万円を上限とします。月額利用料はこれを月割としたものです。 

（例）平成 26 年度の年間建築確認件数 500 件の場合 

月額利用料 6,250 円（500 件×150 円／12 ヶ月） 

※利用するＰＣの数の制限はありません。 



平成 28 年５月９日 
建築行政共用データベースシステム未利用の 
指定確認検査機関 様 
指定構造計算適合性判定機関 様 

 
建築行政共用データベースシステム（建築士・事務所登録閲覧システム）の 

ご利用について（ご案内） 

一般財団法人建築行政情報センター 
 

平素より、当財団の事業にご理解を賜り、厚くお礼申し上げます。 
さて、確認審査等に関する指針においては、確認申請、構造計算適合性判定申

請等の受付時に建築士資格の確認が必要とされており、その方法の１つとして、

建築士・事務所登録閲覧システムの利用が認められているところです。 
貴機関におかれましては、建築士・事務所登録閲覧システムのご利用により、

正確かつ迅速に建築士資格の確認が可能となります。 
つきましては、建築士・事務所登録閲覧システムのご利用を下記によりご検討

いただきたく、ご案内かたがたお願いいたします。 

記 

１．建築士・事務所登録閲覧システムの利用効果、利用方法及び費用 
別 紙「建築士・事務所登録閲覧システムの概要」をご覧ください。 

２．お申込み方法 
お電話又は電子メールにて、建築士・事務所登録閲覧システムのご利用をご

希望の旨、下記宛てご連絡ください。 

３．備考 
建築士・事務所登録閲覧システムの有償オプションとして、「法令・大臣認

定データベース」もご利用可能です（年間税抜８万円）。合わせてご検討く

ださい。 

別添資料 
別 紙 建築士・事務所登録閲覧システムの概要 
 
参考１ 確認審査等に関する指針（H19 国交告 835 号）（抄） 
参考２ 技術的助言（H25 国住指 526 号）（抄） 
参考３ 建築士・事務所登録閲覧システム利用状況 
建築行政共用データベースシステム（パンフレット） 

 
 

  お申込み・お問合せ 
一般財団法人建築行政情報センター 企画課

TEL03-5225-7706 mail dbinfo@icba.or.jp
（担当 目黒、栗原）

kubo
線



別 紙 

建築行政共用データベースシステム 

建築士・事務所登録閲覧システムの概要 

（指定確認検査機関及び指定構造計算適合性判定機関向け） 

 利用効果  

【指定確認検査機関】 

申請書に記載された設計者及び工事監理者の建築士名簿への登録有無を、指定

確認検査機関のＰＣから迅速に確かめることができます。 

【指定構造計算適合性判定機関】 

申請書に記載された設計者及び構造設計一級建築士である旨の表示をした者

の建築士名簿への登録有無を、指定構造計算適合性判定機関のＰＣから迅速に

確かめることができます。 



 利用方法  

建築士・事務所登録閲覧システムは、既存のＰＣでご利用可能です。 

ご利用開始までの流れは次のとおりです。 

①専用回線敷設工事（所要２ヶ月程度） 

②利用契約及び利用ＩＤ発行（①と並行して進めます） 

 

 費用  

専用回線敷設工事費：25 万円（税抜） 

月額利用料： 

利用開始の２年度前（平成 26 年度）の年間建築確認件数及び年間構造計

算適合性判定件数（計画通知、計画変更を除く）に 150 円を乗じた金額を

年間利用料（税抜）とし、80 万円を上限とします。月額利用料はこれを月

割としたものです。 

専用回線の回線使用料は上記利用料に含まれます。 

（例）平成 26 年度の年間建築確認件数 500 件の場合 

専用回線敷設工事費 25 万円 

月額利用料 6,250 円（500 件×150 円／12 ヶ月） 

 

※社内ＬＡＮを介して、支店等を含めた複数の拠点に回線を敷設することも可能です。 

利用料には専用回線の回線使用料が含まれます。 

利用するＰＣの数の制限はありません。 

 
  



参考１ 

 
確認審査等に関する指針（H19 国交告第 835 号）（抄） 
 
第１ 確認審査に関する指針 
 法第６条第４項及び法第18条第３項に規定する審査並びに法第６条の２第１

項の規定による確認のための審査は、次の各項に定めるところにより行うもの

とする。 
2 法第６条第１項若しくは法第６条の２第１項の規定による確認の申請書の

提出又は法第 18 条第２項の規定による通知を受けたときの審査は、次の各号に

定めるところによるものとする。 
 
一 （略） 
二 申請又は通知に係る建築物が、建築士法第３条第１項、第３条の２第１項若

しくは第３条の３第１項に規定する建築物又は同法第３条の２第３項の規

定に基づく条例に規定する建築物である場合にあっては、施行規則別記第

二号様式による申請書の第二面及び施行規則別記第三号様式による建築計

画概要書の第一面又は施行規則別記第四十二号様式による通知書の第二面

に記載された設計者及び工事監理者が、それぞれ同法第３条第１項、第３条

の２第１項若しくは第３条の３第１項に規定する建築士又は同法第３条の

２第３項の規定に基づく条例に規定する建築士であることを次に掲げる方

法のいずれかにより確かめること。 

イ 建築士名簿により確かめる方法 

ロ 申請者等に対し、建築士免許証等の提示を求め、当該建築士免許証等に

より確かめる方法 

 
二の二 申請又は通知に係る建築物が建築士法第20条の２の規定の適用を受け

る場合にあっては、施行規則別記第二号様式による申請書の第二面及び施

行規則別記第三号様式による建築計画概要書の第一面又は施行規則別記第

四十二号様式による通知書の第二面に記載された構造設計一級建築士であ

る旨の表示をした者が、建築士法第 10 条の２の２第４項に規定する構造設

計一級建築士であることを次に掲げる方法のいずれかにより確かめること。 

イ 一級建築士名簿により確かめる方法 

ロ 申請者等に対し建築士法第 10 条の２の２第１項に規定する構造設計一

級建築士証の提示を求め、当該構造設計一級建築士証により確かめる方

法 
 
二の三 申請又は通知に係る建築物が建築士法第20条の３の規定の適用を受け

る場合にあっては、施行規則別記第二号様式による申請書の第二面及び施

行規則別記第三号様式による建築計画概要書の第一面又は施行規則別記第

四十二号様式による通知書の第二面に記載された設備設計一級建築士であ



る旨の表示をした者が、建築士法第 10 条の２の２第４項に規定する設備設

計一級建築士であることを次に掲げる方法のいずれかにより確かめること。 

イ 一級建築士名簿により確かめる方法 

ロ 申請者等に対し建築士法第 10 条の２の２第１項に規定する設備設計一

級建築士証の提示を求め、当該設備設計一級建築士証により確かめる方

法 
 
第２ 構造計算適合性判定に関する指針 
 構造計算適合性判定は、次の各項に定めるところにより行うものとする。 
２ 法第６条の３第１項の規定による構造計算適合性判定の申請書の提出又は

法第 18 条第４項の規定による通知を受けたときの審査は、次の各号に定めると

ころによるものとする。 
 
一 （略） 
二 申請又は通知に係る建築物が、建築士法第３条第１項、第３条の２第１項若

しくは第３条の３第１項に規定する建築物又は同法第３条の２第３項の規

定に基づく条例に規定する建築物である場合にあっては、施行規則別記第

18 号の２様式による申請書の第二面及び施行規則別記第３号様式による建

築計画概要書の第一面又は施行規則別記第 42 号の 12 の２様式による通知

書の第二面に記載された設計者が同法第３条第１項、第３条の２第１項若

しくは第３条の３第１項に規定する建築士又は同法第３条の２第３項の規

定に基づく条例に規定する建築士であることを次に掲げる方法のいずれか

により確かめること。 

イ 建築士名簿により確かめる方法 

ロ 申請者等に対し、建築士免許証等の提示を求め、当該建築士免許証等に

より確かめる方法 

三 申請又は通知に係る建築物が建築士法第20条の２の規定の適用を受ける場

合にあっては、施行規則別記第 18 号の２様式による申請書の第二面及び施

行規則別記第３号様式による建築計画概要書の第一面又は施行規則別記第

42 号の 12 の２様式による通知書の第二面に記載された構造設計一級建築

士である旨の表示をした者が、建築士法第 10 条の２第４項に規定する構造

設計一級建築士であることを次に掲げる方法のいずれかにより確かめるこ

と。 

イ 一級建築士名簿により確かめる方法 

ロ 申請者等に対し建築士法第 10 条の２第一項に規定する構造設計一級建

築士証の提示を求め、当該構造設計一級建築士証により確かめる方法 
  



参考２ 

国 住 指 第 526 号 
平成 25 年 5 月 30 日 

各都道府県建築行政主務部長 殿 
国土交通省住宅局建築指導課長 

建築基準法施行規則の一部を改正する省令等の施行について（技術的助言）（抄） 

 貴職におかれましては、建築行政の円滑かつ適切な運用にご尽力いただいて

おりますことを感謝申し上げます。 
 一級建築士でない者が一級建築士と詐称する事案の再発防止の観点や、建築

士定期講習の未受講者に対する受講促進の観点から、平成 25 年 1 月より、建築

主事及び指定確認検査機関において、「建築確認手続きにおける建築士免許登録

の有無の確認等について（技術的助言）」（平成 24 年 12 月 3 日付け国住指第

3329 号。以下「技術的助言」という。）により、建築確認手続きの中で建築士の

免許登録の有無及び定期講習の受講状況を確かめていただいているところです。 
 今般、上記のうち建築士の免許登録の有無を確かめる方法について法令に位

置付けるため、建築基準法施行規則（昭和 25 年建設省令第 40 号。以下「規則」

という。）の一部を改正する省令及び「確認審査等に関する指針」（平成 19 年国

土交通省告示第 835 号。以下「指針告示」という。）の一部を改正する件につい

て、平成 25 年 5 月 30 日に公布、同年 7 月 1 日から施行することとしました。 
（中略） 

 これらの改正法令の運用等に関して下記のとおり通知しますので、運用にあ

たり留意されるようお願いいたします。 
 貴職におかれましては、貴都道府県内の特定行政庁及び貴都道府県知事指定

の指定確認検査機関に対しても、この旨周知方お願いいたします。なお、国土交

通大臣指定及び地方整備局長指定の指定確認検査機関並びに登録昇降機検査資

格者講習実施機関及び登録建築設備検査資格者講習実施機関に対しても、この

旨通知していることを申し添えます。 

記 

１．建築士等の免許登録の有無を確かめる方法について 
 「建築士免許証等の写し」、「構造設計一級建築士証の写し」及び「設備設計一

級建築士証の写し」については、確認の申請書等への添付を不要とし、それに代

わる建築士免許登録の確認方法として、「建築士名簿により確かめる方法」（構造

設計・設備設計一級建築士の免許登録の確認の場合は、「一級建築士名簿により

確かめる方法」）又は「申請者等に建築士免許証等の提示を求め、当該建築士免

許証等により確かめる方法」のいずれかによることとした。 
指針告示に規定する「建築士名簿により確かめる方法」及び「一級建築士名簿に

より確かめる方法」としては、建築士法に基づく中央指定登録機関である公益社

団法人日本建築士会連合会若しくは都道府県指定登録機関である各都道府県建

築士会が発行する建築士登録内容の証明書により確かめる方法又は建築士デー

タベースの登録情報により確かめる方法が考えられる。 
（以下略） 



No. 区域 区分 団 体 名 No. 区域 区分 団 体 名 No. 区域 区分 団 体 名 No. 区域 区分 団 体 名
1 北海道 特庁 北 海 道 * 94 埼玉県 限特 加 須 市 187 石川県 特庁 石 川 県 * 280 兵庫県 特庁 高 砂 市
2 〃 札 幌 市 * 95 〃 本 庄 市 * 188 〃 金 沢 市 * 281 〃 三 田 市
3 〃 函 館 市 * 96 〃 東 松 山 市 * 189 〃 白 山 市 * 282 奈良県 特庁 奈 良 県 *
4 〃 旭 川 市 * 97 〃 羽 生 市 190 〃 野 々 市 市 * 283 〃 奈 良 市 *
5 〃 小 樽 市 98 〃 深 谷 市 * 191 限特 加 賀 市 * 284 〃 橿 原 市 *
6 〃 室 蘭 市 * 99 〃 戸 田 市 * 192 〃 能 美 市 * 285 和歌山県 特庁 和 歌 山 県
7 〃 釧 路 市 * 100 〃 入 間 市 * 193 福井県 特庁 福 井 県 * 286 〃 和 歌 山 市 *
8 〃 帯 広 市 * 101 〃 志 木 市 194 〃 福 井 市 * 287 鳥取県 特庁 鳥 取 県 *
9 〃 北 見 市 * 102 〃 和 光 市 195 山梨県 特庁 山 梨 県 * 288 〃 鳥 取 市 *

10 〃 苫 小 牧 市 * 103 〃 富 士 見 市 * 196 〃 甲 府 市 * 289 〃 米 子 市 *
11 〃 江 別 市 * 104 〃 三 郷 市 197 長野県 特庁 長 野 県 * 290 〃 倉 吉 市 *
12 限特 網 走 市 105 〃 坂 戸 市 * 198 〃 長 野 市 291 島根県 特庁 島 根 県 *
13 〃 東 神 楽 町 106 〃 鶴 ヶ 島 市 * 199 〃 上 田 市 292 〃 松 江 市 *
14 〃 上 富 良 野 町 107 〃 日 高 市 * 200 限特 岡 谷 市 * 293 〃 出 雲 市 *
15 青森県 特庁 青 森 県 * 108 〃 ふ じ み 野 市 * 201 〃 諏 訪 市 * 294 限特 浜 田 市 *
16 〃 青 森 市 * 109 〃 松 伏 町 202 岐阜県 特庁 岐 阜 県 * 295 〃 益 田 市 *
17 〃 弘 前 市 * 110 千葉県 特庁 千 葉 県 * 203 〃 岐 阜 市 * 296 〃 大 田 市 *
18 〃 八 戸 市 * 111 〃 千 葉 市 * 204 〃 大 垣 市 * 297 〃 安 来 市 *
19 岩手県 特庁 岩 手 県 * 112 〃 市 川 市 * 205 〃 各 務 原 市 * 298 〃 江 津 市 *
20 〃 盛 岡 市 * 113 〃 船 橋 市 * 206 静岡県 特庁 静 岡 県 * 299 〃 雲 南 市 *
21 限特 宮 古 市 * 114 〃 松 戸 市 * 207 〃 静 岡 市 * 300 岡山県 特庁 岡 山 県 *
22 〃 花 巻 市 * 115 〃 柏 市 * 208 〃 浜 松 市 * 301 〃 倉 敷 市 *
23 〃 北 上 市 * 116 〃 市 原 市 * 209 〃 沼 津 市 * 302 〃 津 山 市 *
24 〃 一 関 市 * 117 〃 佐 倉 市 * 210 〃 富 士 宮 市 * 303 〃 総 社 市 *
25 〃 釜 石 市 * 118 〃 八 千 代 市 * 211 〃 富 士 市 * 304 〃 笠 岡 市 *
26 〃 奥 州 市 * 119 〃 木 更 津 市 * 212 〃 焼 津 市 * 305 広島県 特庁 広 島 県 *
27 宮城県 特庁 宮 城 県 * 120 〃 習 志 野 市 * 213 限特 三 島 市 * 306 〃 広 島 市 *
28 〃 仙 台 市 * 121 〃 我 孫 子 市 * 214 〃 磐 田 市 * 307 〃 福 山 市 *
29 〃 石 巻 市 * 122 〃 浦 安 市 * 215 〃 伊 東 市 * 308 〃 呉 市 *
30 〃 塩 竈 市 123 限特 野 田 市 * 216 〃 島 田 市 * 309 〃 三 原 市 *
31 〃 大 崎 市 * 124 〃 茂 原 市 * 217 〃 掛 川 市 310 〃 尾 道 市 *
32 秋田県 特庁 秋 田 県 125 〃 成 田 市 218 〃 藤 枝 市 * 311 〃 東 広 島 市 *
33 〃 秋 田 市 * 126 〃 流 山 市 * 219 〃 御 殿 場 市 * 312 〃 廿 日 市 市 *
34 〃 横 手 市 * 127 〃 鎌 ケ 谷 市 * 220 〃 袋 井 市 313 限特 三 次 市 *
35 限特 大 館 市 128 〃 君 津 市 * 221 〃 裾 野 市 * 314 山口県 特庁 山 口 県 *
36 〃 大 仙 市 * 129 〃 四 街 道 市 * 222 〃 湖 西 市 * 315 〃 下 関 市 *
37 山形県 特庁 山 形 県 * 130 〃 印 西 市 * 223 愛知県 特庁 愛 知 県 * 316 〃 宇 部 市 *
38 〃 山 形 市 * 131 〃 白 井 市 * 224 〃 名 古 屋 市 317 〃 山 口 市 *
39 限特 米 沢 市 * 132 東京都 特庁 東 京 都 * 225 〃 豊 橋 市 * 318 〃 周 南 市 *
40 〃 鶴 岡 市 * 133 〃 八 王 子 市 * 226 〃 岡 崎 市 * 319 〃 萩 市 *
41 〃 酒 田 市 * 134 〃 町 田 市 * 227 〃 一 宮 市 * 320 〃 防 府 市 *
42 〃 天 童 市 * 135 〃 立 川 市 * 228 〃 春 日 井 市 * 321 限特 岩 国 市 *
43 福島県 特庁 福 島 県 * 136 〃 武 蔵 野 市 * 229 〃 豊 田 市 * 322 〃 長 門 市 *
44 〃 福 島 市 * 137 〃 三 鷹 市 * 230 限特 半 田 市 * 323 〃 山 陽 小 野 田 市
45 〃 郡 山 市 * 138 〃 府 中 市 231 〃 刈 谷 市 324 徳島県 特庁 徳 島 県 *
46 〃 い わ き 市 * 139 〃 調 布 市 * 232 〃 安 城 市 * 325 〃 徳 島 市
47 限特 会 津 若 松 市 * 140 〃 日 野 市 * 233 〃 西 尾 市 * 326 香川県 特庁 香 川 県
48 〃 須 賀 川 市 * 141 〃 国 分 寺 市 * 234 〃 江 南 市 * 327 〃 高 松 市 *
49 茨城県 特庁 茨 城 県 * 142 〃 千 代 田 区 * 235 〃 稲 沢 市 328 愛媛県 特庁 愛 媛 県 *
50 〃 水 戸 市 * 143 〃 中 央 区 * 236 〃 東 海 市 * 329 〃 松 山 市 *
51 〃 日 立 市 * 144 〃 港 区 * 237 三重県 特庁 三 重 県 * 330 〃 今 治 市 *
52 〃 土 浦 市 * 145 〃 新 宿 区 * 238 〃 四 日 市 市 * 331 〃 新 居 浜 市 *
53 〃 古 河 市 * 146 〃 文 京 区 239 〃 津 市 * 332 〃 西 条 市 *
54 〃 高 萩 市 147 〃 台 東 区 * 240 〃 松 阪 市 * 333 限特 宇 和 島 市 *
55 〃 北 茨 城 市 * 148 〃 墨 田 区 * 241 〃 桑 名 市 * 334 高知県 特庁 高 知 県 *
56 〃 取 手 市 * 149 〃 江 東 区 * 242 〃 鈴 鹿 市 * 335 〃 高 知 市 *
57 〃 つ く ば 市 * 150 〃 品 川 区 * 243 限特 名 張 市 * 336 福岡県 特庁 福 岡 県 *
58 〃 ひ た ち な か 市 * 151 〃 目 黒 区 244 〃 伊 賀 市 * 337 〃 北 九 州 市 *
59 栃木県 特庁 栃 木 県 * 152 〃 大 田 区 * 245 〃 亀 山 市 * 338 〃 福 岡 市 *
60 〃 宇 都 宮 市 * 153 〃 世 田 谷 区 * 246 滋賀県 特庁 滋 賀 県 * 339 〃 久 留 米 市 *
61 〃 足 利 市 * 154 〃 渋 谷 区 * 247 〃 大 津 市 * 340 〃 大 牟 田 市 *
62 〃 栃 木 市 * 155 〃 中 野 区 * 248 〃 彦 根 市 * 341 佐賀県 特庁 佐 賀 県 *
63 〃 佐 野 市 * 156 〃 杉 並 区 * 249 〃 長 浜 市 * 342 〃 佐 賀 市 *
64 〃 鹿 沼 市 * 157 〃 北 区 * 250 〃 近 江 八 幡 市 * 343 長崎県 特庁 長 崎 県 *
65 〃 小 山 市 * 158 〃 荒 川 区 * 251 〃 草 津 市 * 344 〃 長 崎 市 *
66 〃 那 須 塩 原 市 * 159 〃 板 橋 区 * 252 〃 守 山 市 * 345 〃 佐 世 保 市 *
67 〃 日 光 市 * 160 〃 練 馬 区 * 253 〃 東 近 江 市 * 346 限特 島 原 市 *
68 〃 大 田 原 市 161 〃 足 立 区 * 254 京都府 特庁 京 都 府 * 347 〃 大 村 市 *
69 群馬県 特庁 群 馬 県 * 162 〃 葛 飾 区 * 255 〃 京 都 市 * 348 熊本県 特庁 熊 本 県 *
70 〃 前 橋 市 * 163 〃 江 戸 川 区 256 〃 宇 治 市 * 349 〃 熊 本 市 *
71 〃 高 崎 市 164 神奈川県 特庁 神 奈 川 県 * 257 大阪府 特庁 大 阪 府 * 350 〃 八 代 市 *
72 〃 桐 生 市 * 165 〃 横 浜 市 * 258 〃 大 阪 市 * 351 〃 天 草 市 *
73 〃 伊 勢 崎 市 * 166 〃 川 崎 市 * 259 〃 堺 市 * 352 大分県 特庁 大 分 県 *
74 〃 太 田 市 * 167 〃 横 須 賀 市 * 260 〃 豊 中 市 * 353 〃 大 分 市
75 〃 館 林 市 * 168 〃 藤 沢 市 * 261 〃 吹 田 市 * 354 〃 別 府 市 *
76 限特 渋 川 市 * 169 〃 相 模 原 市 * 262 〃 高 槻 市 * 355 〃 中 津 市 *
77 〃 富 岡 市 * 170 〃 平 塚 市 * 263 〃 枚 方 市 * 356 〃 佐 伯 市 *
78 〃 安 中 市 * 171 〃 鎌 倉 市 * 264 〃 茨 木 市 * 357 〃 宇 佐 市 *
79 〃 沼 田 市 * 172 〃 小 田 原 市 * 265 〃 八 尾 市 * 358 宮崎県 特庁 宮 崎 県 *
80 埼玉県 特庁 埼 玉 県 * 173 〃 茅 ヶ 崎 市 * 266 〃 東 大 阪 市 * 359 〃 宮 崎 市 *
81 〃 さ い た ま 市 * 174 〃 秦 野 市 * 267 〃 岸 和 田 市 * 360 〃 都 城 市 *
82 〃 川 越 市 * 175 〃 厚 木 市 * 268 〃 池 田 市 361 〃 延 岡 市
83 〃 川 口 市 * 176 〃 大 和 市 * 269 〃 守 口 市 362 〃 日 向 市 *
84 〃 所 沢 市 * 177 新潟県 特庁 新 潟 県 * 270 〃 寝 屋 川 市 * 363 鹿児島県 特庁 鹿 児 島 県 *
85 〃 春 日 部 市 178 〃 新 潟 市 * 271 〃 和 泉 市 * 364 限特 鹿 屋 市 *
86 〃 上 尾 市 179 〃 長 岡 市 * 272 〃 箕 面 市 * 365 〃 薩 摩 川 内 市 *
87 〃 草 加 市 * 180 〃 三 条 市 * 273 〃 羽 曳 野 市 * 366 〃 霧 島 市 *
88 〃 新 座 市 * 181 〃 柏 崎 市 * 274 〃 門 真 市 * 367 沖縄県 特庁 沖 縄 県 *
89 〃 熊 谷 市 * 182 〃 新 発 田 市 * 275 兵庫県 特庁 兵 庫 県 * 368 〃 那 覇 市 *
90 〃 久 喜 市 * 183 〃 上 越 市 * 276 〃 神 戸 市 * 369 〃 宜 野 湾 市 *
91 限特 行 田 市 184 富山県 特庁 富 山 県 * 277 〃 姫 路 市 * 370 〃 浦 添 市 *
92 〃 秩 父 市 185 〃 富 山 市 * 278 〃 明 石 市 * 371 〃 沖 縄 市 *
93 〃 飯 能 市 * 186 〃 高 岡 市 279 〃 加 古 川 市 372 〃 う る ま 市 *

特定行政庁 指定確認検査機関等

総数

建築士・事務所
登録閲覧システム

利用団体数

左記のうち、
法 令 ・ 大 臣
認定データ
ベースも利用 総数

建築士・事務所
登録閲覧システム

利用団体数

左記のうち、
法 令 ・ 大 臣
認定データ
ベースも利用

300 283 257 134 112 82
149 89 71 10 5 0
449 372 328 144 117 82

100.0% 82.9% 100.0% 81.3%

指定確認検査機関（構造適判業務を 行っている機関を含む）
指定構造計算適合性判定機関

計

区分

限定特定行政庁
計

区分
特定行政庁

特定行政庁 利用団体一覧
注：団体名の * 印は、法令・大臣認定データベースも合わせて利用されていることを示します。

参考３

建築士・事務所登録閲覧システム利用状況

kubo
長方形



No.
本社
所在地 団 体 名 No.

本社
所在地 団 体 名

1 北海道 一 般 財 団 法 人 北 海 道 建 築 指 導 セ ン タ ー * 60 静岡県 一 般 財 団 法 人 静 岡 県 建 築 住 宅 ま ち づ く り セ ン タ ー *

2 〃 株 式 会 社 札 幌 工 業 検 査 * 61 愛知県 株 式 会 社 確 認 サ ー ビ ス *

3 青森県 株 式 会 社 建 築 住 宅 セ ン タ ー * 62 〃 株 式 会 社 Ｃ Ｉ 東 海

4 宮城県 株 式 会 社 東 北 建 築 セ ン タ ー 63 〃 株 式 会 社 確 認 検 査 愛 知

5 〃 一 般 財 団 法 人 宮 城 県 建 築 住 宅 セ ン タ ー * 64 〃 一 般 財 団 法 人 愛 知 県 建 築 住 宅 セ ン タ ー *

6 〃 株 式 会 社 仙 台 都 市 整 備 セ ン タ ー * 65 〃 株 式 会 社 愛 知 建 築 セ ン タ ー *

7 秋田県 一 般 財 団 法 人 秋 田 県 建 築 住 宅 セ ン タ ー * 66 三重県 公 益 財 団 法 人 三 重 県 建 設 技 術 セ ン タ ー *

8 福島県 一 般 財 団 法 人 ふ く し ま 建 築 住 宅 セ ン タ ー 67 〃 株 式 会 社 ト ー タ ル 建 築 確 認 評 価 セ ン タ ー *

9 茨城県 株 式 会 社 Ｅ Ｍ Ｉ 確 認 検 査 機 構 68 滋賀県 株 式 会 社 確 認 検 査 機 構 ア ネ ッ ク ス *

10 〃 一 般 財 団 法 人 茨 城 県 建 築 セ ン タ ー * 69 〃 一 般 財 団 法 人 滋 賀 県 建 築 住 宅 セ ン タ ー *

11 〃 株 式 会 社 安 心 確 認 検 査 機 構 * 70 京都府 株 式 会 社 Ｉ － Ｐ Ｅ Ｃ *

12 栃木県 公 益 財 団 法 人 と ち ぎ 建 設 技 術 セ ン タ ー * 71 〃 株 式 会 社 京 都 確 認 検 査 機 構

13 〃 株 式 會 社 総 研 * 72 〃 特 定 非 営 利 活 動 法 人 都 市 づ く り 建 築 技 術 研 究 所 *

14 群馬県 株 式 会 社 北 関 東 建 築 検 査 機 構 73 大阪府 一 般 財 団 法 人 日 本 建 築 総 合 試 験 所 *

15 〃 公 益 財 団 法 人 群 馬 県 建 設 技 術 セ ン タ ー * 74 〃 株 式 会 社 国 際 確 認 検 査 セ ン タ ー *

16 埼玉県 一 般 財 団 法 人 さ い た ま 住 宅 検 査 セ ン タ ー 75 〃 株 式 会 社 西 日 本 住 宅 評 価 セ ン タ ー *

17 千葉県 株 式 会 社 ガ イ ア * 76 〃 株 式 会 社 確 認 検 査 機 構 ト ラ ス ト

18 〃 日 本 確 認 セ ン タ ー 株 式 会 社 * 77 〃 株 式 会 社 日 本 確 認 検 査 セ ン タ ー *

19 〃 ユ ー デ ィ ー ア イ 確 認 検 査 株 式 会 社 * 78 〃 建 築 検 査 機 構 株 式 会 社 *

20 〃 株 式 会 社 千 葉 県 建 築 住 宅 セ ン タ ー * 79 〃 株 式 会 社 近 確 機 構 *

21 東京都 一 般 財 団 法 人 日 本 建 築 セ ン タ ー * 80 〃 株 式 会 社 オ ー ネ ッ ク ス *

22 〃 日 本 Ｅ Ｒ Ｉ 株 式 会 社 * 81 〃 株 式 会 社 技 研 *

23 〃 一 般 財 団 法 人 住 宅 金 融 普 及 協 会 * 82 〃 関 西 住 宅 品 質 保 証 株 式 会 社

24 〃 ハ ウ ス プ ラ ス 確 認 検 査 株 式 会 社 * 83 〃 ア ー ル ・ イ ー ・ ジ ャ パ ン 株 式 会 社 *

25 〃 株 式 会 社 住 宅 性 能 評 価 セ ン タ ー * 84 〃 株 式 会 社 総 合 確 認 検 査 機 構 *

26 〃 株 式 会 社 都 市 居 住 評 価 セ ン タ ー * 85 〃 一 般 財 団 法 人 大 阪 建 築 防 災 セ ン タ ー *

27 〃 一 般 財 団 法 人 ベ タ ー リ ビ ン グ 86 兵庫県 株 式 会 社 ジ ェ イ ネ ッ ト

28 〃 日 本 建 築 検 査 協 会 株 式 会 社 * 87 〃 株 式 会 社 阪 確 サ ポ ー ト *

29 〃 Ｓ Ｂ Ｉ ア ー キ ク オ リ テ ィ 株 式 会 社 * 88 〃 公 益 財 団 法 人 兵 庫 県 住 宅 建 築 総 合 セ ン タ ー

30 〃 ア ウ ェ イ 建 築 評 価 ネ ッ ト 株 式 会 社 89 〃 株 式 会 社 兵 庫 確 認 検 査 機 構 *

31 〃 株 式 会 社 グ ッ ド ・ ア イ ズ 建 築 検 査 機 構 * 90 奈良県 株 式 会 社 確 認 検 査 機 構 プ ラ ン ２ １ *

32 〃 日 本 建 物 評 価 機 構 株 式 会 社 91 〃 一 般 財 団 法 人 な ら 建 築 住 宅 セ ン タ ー

33 〃 Ａ Ｉ 確 認 検 査 セ ン タ ー 株 式 会 社 * 92 島根県 一 般 財 団 法 人 島 根 県 建 築 住 宅 セ ン タ ー

34 〃 株 式 会 社 東 京 建 築 検 査 機 構 * 93 岡山県 岡 山 県 建 築 住 宅 セ ン タ ー 株 式 会 社 *

35 〃 株式会社ビ ルデ ィングナビゲーシ ョン確認評価機構 * 94 広島県 株 式 会 社 ジ ェ イ ・ イ ー ・ サ ポ ー ト *

36 〃 イ ー ハ ウ ス 建 築 セ ン タ ー 株 式 会 社 * 95 〃 ハ ウ ス プ ラ ス 中 国 住 宅 保 証 株 式 会 社 *

37 〃 一 般 社 団 法 人 日 本 住 宅 性 能 評 価 機 構 * 96 〃 株 式 会 社 広 島 建 築 住 宅 セ ン タ ー *

38 〃 株 式 会 社 Ｊ 建 築 検 査 セ ン タ ー * 97 〃 有 限 会 社 広 島 県 東 部 建 築 確 認 セ ン タ ー *

39 〃 株 式 会 社 高 良 Ｇ Ｕ Ｔ 98 徳島県 株 式 会 社 と く し ま 建 築 住 宅 セ ン タ ー

40 〃 株 式 会 社 都 市 建 築 確 認 セ ン タ ー * 99 愛媛県 株 式 会 社 愛 媛 建 築 住 宅 セ ン タ ー *

41 〃 株 式 会 社 Ｔ Ｓ Ｋ 建 築 確 認 安 全 セ ン タ ー * 100 高知県 公 益 社 団 法 人 高 知 県 建 設 技 術 公 社 *

42 〃 シ ー ・ ア イ ・ ジ ャ パ ン 株 式 会 社 * 101 福岡県 九 州 住 宅 保 証 株 式 会 社 *

43 〃 日 本 タ リ ア セ ン 株 式 会 社 102 〃 一 般 財 団 法 人 福 岡 県 建 築 住 宅 セ ン タ ー *

44 〃 Ｎ Ｉ Ｃ 確 認 検 査 株 式 会 社 103 佐賀県 公 益 財 団 法 人 佐 賀 県 建 設 技 術 支 援 機 構

45 〃 公益財団法人東京都防災 ・建築まち づ く り セン ター * 104 長崎県 一 般 財 団 法 人 長 崎 県 住 宅 ・ 建 築 総 合 セ ン タ ー

46 神奈川県 株 式 会 社 東 日 本 住 宅 評 価 セ ン タ ー * 105 熊本県 一 般 財 団 法 人 熊 本 建 築 審 査 セ ン タ ー

47 〃 ビ ュ ー ロ ー ベ リ タ ス ジ ャ パ ン 株 式 会 社 * 106 〃 株 式 会 社 熊 本 建 築 確 認 検 査 機 関

48 〃 富 士 建 築 セ ン タ ー 株 式 会 社 * 107 〃 株 式 会 社 Ａ Ｃ Ｓ 熊 本 *

49 〃 Ｓ Ｇ Ｓ ジ ャ パ ン 株 式 会 社 * 108 大分県 一 般 財 団 法 人 大 分 県 建 築 住 宅 セ ン タ ー *

50 〃 株 式 会 社 神 奈 川 建 築 確 認 検 査 機 関 * 109 宮崎県 一 般 財 団 法 人 宮 崎 県 建 築 住 宅 セ ン タ ー

51 〃 株 式 会 社 湘 南 建 築 セ ン タ ー * 110 鹿児島県 公 益 財 団 法 人 鹿 児 島 県 住 宅 ・ 建 築 総 合 セ ン タ ー *

52 〃 一 般 財 団 法 人 神 奈 川 県 建 築 安 全 協 会 * 111 〃 株 式 会 社 鹿 児 島 建 築 確 認 検 査 機 構

53 新潟県 一 般 財 団 法 人 に い が た 住 宅 セ ン タ ー 112 沖縄県 沖 縄 建 築 確 認 検 査 セ ン タ ー 株 式 会 社 *

54 富山県 一 般 財 団 法 人 富 山 県 建 築 住 宅 セ ン タ ー * ※以下、構造計算適合性判定機関

55 石川県 一 般 財 団 法 人 石 川 県 建 築 住 宅 セ ン タ ー * 113 北海道 地 方 独 立 行 政 法 人 北 海 道 立 総 合 研 究 機 構

56 福井県 一 般 財 団 法 人 福 井 県 建 築 住 宅 セ ン タ ー * 114 東京都 一 般 財 団 法 人 日 本 建 築 設 備 ・ 昇 降 機 セ ン タ ー

57 山梨県 公 益 社 団 法 人 山 梨 県 建 設 技 術 セ ン タ ー * 115 〃 株 式 会 社 建 築 構 造 セ ン タ ー

58 岐阜県 株 式 会 社 ぎ ふ 建 築 住 宅 セ ン タ ー 116 静岡県 特定非営利活動法人静岡県建築技術安心支援センター

59 〃 有 限 会 社 み の 建 築 確 認 検 査 セ ン タ ー 117 熊本県 一 般 財 団 法 人 熊 本 建 築 構 造 評 価 セ ン タ ー

指定確認検査機関等 利用団体一覧

注：団体名の * 印は、法令・大臣認定データベースも合わせて利用されていることを示します。
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